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公 
 
 
 

示 

 
 

○
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
の
指
定
管
理
者
の
募
集 

 

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
の
管
理
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
（
平
成
五
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
と
な
る
こ

と
を
希
望
す
る
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ペ
ー
ジ 

１
 
募
集
の
内
容
 

 
⑴
 
施
設
の
概
要
 

 
 
ア
 
名
称
 

 
 
 
 
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
（
以
下
「
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
」
と
い
う
。）

 

 
 
イ
 
位
置
 
 
 

 
 
 
 
岐
阜
市
薮
田
南
５
丁
目
14番

53号
 

 
 
ウ
 
敷
地
面
積
 
 
 

 
 
 
約
20,194㎡

 

 
 
エ
 
主
要
施
設
  

  

 
 
 
 
サ
ラ
マ
ン
カ
ホ
ー
ル
、
大
会
議
室
、
中
会
議
室
、
小
会
議
室
、
展
望
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
、 

 
 

イ
ベ
ン
ト
広
場
（
屋
内
・
屋
外
）
 

 
⑵
 
指
定
管
理
者
の
業
務
 

 
 
 
条
例
第
12条

に
規
定
す
る
業
務
と
し
、
そ
の
詳
細
は
別
に
定
め
る
「
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
 
 

館
管
理
運
営
業
務
仕
様
書
」
に
示
す
と
こ
ろ
と
し
ま
す
。
 

⑶
 
休
業
日
及
び
利
用
時
間
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条
例
第
13条

に
規
定
す
る
休
業
日
及
び
利
用
時
間
と
し
ま
す
。
 

 
⑷
 
指
定
期
間
（
予
定
）
 

 
 
 
平
成
23年

４
月
１
日
か
ら
平
成
28年

３
月
31日

ま
で
 

 
⑸
 
業
務
に
必
要
な
経
費
等
 

 
 
 
条
例
第
６
条
に
規
定
す
る
利
用
料
金
及
び
岐
阜
県
か
ら
支
払
う
指
定
管
理
料
を
も
っ
て
、
業
務

を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
の
運
営
等
に
よ
り
利
益
が
生
じ
た
場
合
は
、 

 

そ
の
利
益
に
応
じ
た
金
額
を
岐
阜
県
に
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

２
 
申
請
資
格
等
 

 
⑴
 
申
請
資
格
 

 
 
 
応
募
者
は
、
単
独
の
法
人
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
財
団
法
人
等
の
公
益
法
人
を
含
む
。
）
 
 

又
は
特
定
共
同
企
業
体
の
い
ず
れ
か
と
し
ま
す
。
法
人
格
を
持
た
な
い
団
体
に
つ
い
て
は
、
特
定
 
 

共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
そ
の
代
表
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 
 

な
お
、
個
人
は
い
か
な
る
形
式
で
も
応
募
で
き
ま
せ
ん
。
特
定
共
同
企
業
体
の
結
成
は
自
主
結
 
 

成
と
し
、
協
定
を
結
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 
 
 
応
募
資
格
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
に
該
当
す
る
者
は
、
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
特
定
 
 

共
同
企
業
体
で
応
募
す
る
場
合
に
は
、
１
者
で
も
次
に
該
当
す
る
事
項
が
あ
れ
ば
、
応
募
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

 
 
ア
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
244条

の
２
第
11項

の
規
定
に
よ
り
本
県
又
は
他

の
地
方
公
共
団
体
か
ら
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し

な
い
者
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
22年

政
令
第
16号

）
第
167条

の
４
の
規
定
に
該
当
す

る
者
 

 
 
イ
 
民
事
再
生
法
（
平
成
11年

法
律
第
225号

）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た

者
及
び
そ
の
開
始
決
定
が
さ
れ
て
い
る
者
 

 
 
ウ
 
会
社
更
生
法
（
平
成
14年

法
律
第
154号

）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た

者
及
び
そ
の
開
始
決
定
が
さ
れ
て
い
る
者
（
同
法
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）

 

 
 
エ
 
破
産
法
（
平
成
16年

法
律
第
75号

）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
者
及

び
そ
の
開
始
決
定
が
さ
れ
て
い
る
者
（
同
法
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
破
産
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）

 

 
 
オ
 
直
近
３
年
間
の
法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
完
納
し
て
い
な
 
 
 

い
者
 

 
 
カ
 
次
の
１
か
ら
３
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
（
該
当
の
有
無
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
 
 
 

は
岐
阜
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
）
。
 

 
 
 
１
 
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
 
 
 
 

77号
）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 

 
 
 
２
 
役
員
等
が
暴
力
団
員
で
あ
る
な
ど
、
暴
力
団
が
そ
の
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
 
 
 
 

て
い
る
法
人
等
 

 
 
 
３
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
そ
の
 
 
 
 

者
を
相
手
方
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
暴
力
団
を
利
す
る
こ
と
に
な
る
法
人
等
 

キ
 
県
職
員
（
知
事
、
副

知
事
、
会
計
管
理
者
、
教
育
長
、

県
議
会
議
員
、
地
方
自
治
法
第
180 

 
 

条
の
５
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
委
員
又
は
委
員
並
び
に
一
般
職
を
い
う
。）

が
役
員
等
（
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
べ
き

者
、
支
配
人
及
び
清
算
人
を
い
う
。）

に
就
い
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
 

 
⑵
 
応
募
の
条
件
 

 
 
ア
 
特
定
共
同
企
業
体
で
応
募
す
る
場
合
は
代
表
す
る
法
人
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
イ
 
単
独
で
応
募
す
る
法
人
は
、
他
の
グ
ル
ー
プ
応
募
の
構
成
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

 
 
ウ
 
単
独
で
応
募
す
る
法
人
は
、
岐
阜
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く
法
人
と
し
ま
す
。
特
定
共

同
企
業
体
で
応
募
す
る
場
合
は
、
構
成
員
の
代
表
者
が
岐
阜
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く
法

人
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

 
 
エ
 
複
数
の
特
定
共
同
企
業
体
に
お
い
て
、
同
時
に
構
成
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

 
 
オ
 
特
定
共
同
企
業
体
の
構
成
団
体
の
変
更
は
認
め
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
県
が
特
に
理
由
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

３
 
申
請
方
法
等
 

 
⑴
 
募
集
要
項
の
配
布
期
間
 

 
 
 
平
成
22年

８
月
31日

（
火
）
か
ら
平
成
22年

９
月
30日

（
木
）（

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を

除
く
。）

ま
で
の
午
前
８
時
半
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
募
集
要
項
は
、
岐
阜
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

 

⑵
 
申
請
書
類
の
受
付
期
間
 

 
 
 
申
請
書
類
一
式
を
、
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
岐
阜
県
環
境
生
活
部
人
づ
く
り
文
化
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
平
成
22年

９
月
22日

（
水
）
か
ら
平
成
22年

９
月
30日

（
木
）（

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を

除
く
。）

ま
で
の
午
前
８
時
半
か
ら
午
後
５
時
ま
で
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⑶
 
提
出
部
数
 

 
 
 
申
請
書
類
は
、
原
本
１
部
及
び
副
本
25部

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
⑷
 
現
地
説
明
会
 

 
 
 
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
で
の
現
地
説
明
会
を
以
下
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
参
加
の
申
込
み
は
所
 
 

定
の
様
式
に
よ
る
参
加
申
込
書
を
平
成
22年

９
月
13日

（
月
）
午
後
５
時
ま
で
に
、
岐
阜
県
環
境

生
活
部
人
づ
く
り
文
化
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
ア
 
日
時
 

 
 
 
 
平
成
22年

９
月
15日

（
水
）
午
後
１
時
半
か
ら
 

 
 
イ
 
集
合
場
所
 

 
 
 
 
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
 
第
２
棟
９
階
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
会
議
室
 

⑸
 
応
募
に
関
す
る
質
問
 

 
 
 
応
募
に
関
す
る
質
問
を
以
下
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
受
け
付
け
た
質
問
に
対
し
て
 
 

は
、
平
成
22年

９
月
21日

（
火
）
を
目
途
に
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
回
答
す
る
予
定
で
す
。
 

 
 
ア
 
受
付
期
間
 

 
 
 
 
平
成
22年

８
月
31日

（
火
）
か
ら
平
成
22年

９
月
15日

（
水
）
午
後
５
時
ま
で
 

 
 
イ
 
質
問
方
法
 

 
 
 
 
所
定
の
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
記
載
の
上
、
岐
阜
県
環
境
生
活
部
人
づ
く
り
文
化
課
ま
で
郵
 
 
 

送
等
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
申
請
書
類
等
 

 
 
当
募
集
へ
の
申
請
は
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
特
定
共
同
企
業
体
に
よ
る
応
募
の
場
 

合
は
、
特
定
共
同
企
業
体
を
構
成
す
る
各
法
人
に
つ
い
て
、
⑶
及
び
⑷
に
掲
げ
る
関
係
書
類
が
必
要

で
す
。）。

 

 
⑴
 
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
 

 
⑵
 
事
業
計
画
書
 

 
 
ア
 
指
定
管
理
者
と
し
て
の
基
本
姿
勢
等
に
つ
い
て
 

 
 
イ
 
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
業
務
に
つ
い
て
 

 
 
ウ
 
施
設
運
営
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
 

 
 
エ
 
県
民
文
化
の
振
興
に
関
す
る
業
務
（
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
の
自
主
企
画
事
業
）
に
つ
い
て
 

 
 
オ
 
そ
の
他
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
事
業
の
実
施
に
関
す
る
業
務
 
 
 

に
つ
い
て
 

 
 
カ
 
そ
の
他
留
意
事
項
（
指
定
管
理
業
務
以
外
等
）
に
つ
い
て
 

 
 
キ
 
収
支
計
画
書
（
平
成
23年

度
及
び
24年

度
）
 

 
 
ク
 
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
運
営
上
の
組
織
及
び
人
員
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
⑶
 
関
係
書
類
 

 
 
ア
 
法
人
等
概
要
書
 

 
 
イ
 
法
人
の
定
款
、
寄
附
行
為
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
 

 
 
ウ
 
法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
法
人
以
外
の
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
住
民
票
の
 
 
 

写
し
（
代
表
者
が
外
国
人
の
場
合
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）（

申
請
日
３
ヵ
月
以
内
）
 

 
 
エ
 
事
業
報
告
書
又
は
営
業
報
告
書
、
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
 
 
 

録
等
法
人
の
事
業
及
び
経
営
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
各
直
近
５
事
業
年
度
分
）
 

 
 
オ
 
納
税
証
明
書

（
法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
）
（
直
近
３
年
度
 
 
 

分
）
 

 
 
カ
 
法
人
等
の
主
要
業
務
及
び
類
似
施
設
の
管
理
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類
 

 
⑷
 
構
成
団
体
を
記
載
し
た
書
類
（
特
定
共
同
企
業
体
応
募
の
場
合
）
 

 
 
ア
 
特
定
共
同
企
業
体
構
成
員
届
出
書
 

 
 
イ
 
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
管
理
運
営
業
務
に
関
す
る
特
定
共
同
企
業
体
協
定
書
 

 
⑸
 
誓
約
書
 

５
 
審
査
方
法
等
 

 
⑴
 
審
査
の
方
法
 

 
 
 
指
定
管
理
者
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
「
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
」
を
採
用
し
、
岐
阜
県
指
 
 

定
管
理
者
審
査
委
員
会
（
以
下
「
審
査
委
員
会
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
、
申
請
者
の
う
ち
申
請
資

格
等

の
要

件
を

満
た

す
者

を
対

象
に

審
査

を
行

い
、

指
定

管
理

者
と

し
て

最
も

適
切

な
優

秀
者
 
 

を
選
定
し
ま
す
。
審
査
委
員
会
は
、
こ
の
結
果
を
県
に
報
告
し
ま
す
。
 

 
 
 
県
は
、
審
査
委
員
会
よ
り
審
査
結
果
の
報
告
を
受
け
、
最
も
適
切
な
優
秀
者
を
優
先
交
渉
権
者
 
 

と
し
て
両
者
の
間
で
細
目
協
議
を
行
い
ま
す
。
細
目
協
議
が
整
っ
た
段
階
で
、
指
定
管
理
者
の
候
 
 

補
者
と
し
て
選
定
し
ま
す
。
 

 
 
 
な
お
、
優
先
交
渉
権
者
と
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
に
は
、
優
先
交
渉
権
者
と
の
協
議
を
中
止
す
 
 

る
こ
と
と
し
、
審
査
委
員
会
に
お
い
て
次
点
と
な
っ
た
者
と
の
間
で
改
め
て
協
議
を
行
う
こ
と
と
 
 

し
ま
す
。
 

 
⑵
 
審
査
の
過
程
及
び
結
果
 

 
 
 
審
査
の
過
程
に
お
け
る
質
疑
応
答
の
内
容
、
採
点
結
果
及
び
審
査
の
結
果
等
に
つ
い
て
は
公
表

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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⑶
 
審
査
の
対
象
又
は
優
先
交
渉
権
者
か
ら
の
除
外
に
つ
い
て
 

 
 
ア
 
審
査
委
員
会
の
委
員
又
は
本
件
業
務
に
従
事
す
る
岐
阜
県
職
員
若
し
く
は
本
件
関
係
者
に
対
 
 
 

し
、
本
件
応
募
に
つ
い
て
不
正
な
接
触
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
場
合
 

 
 
イ
 
申
請
者
及
び
申
請
者
の
代
理
人
並
び
に
そ
れ
以
外
の
関
係
者
が
選
定
に
対
す
る
不
当
な
要
求
 
 
 

を
行
っ
た
場
合
 

 
 
ウ
 
申
請
書
類
に
虚
偽
の
記
載
又
は
不
正
が
あ
っ
た
と
県
が
認
め
た
場
合
 

 
 
エ
 
複
数
の
事
業
計
画
書
を
提
出
し
た
場
合
 

 
 
オ
 
２
に
掲
げ
る
指
定
管
理
者
の
申
請
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
 

 
 
カ
 
申
請
書
類
の
受
付
期
限
ま
で
に
所
定
の
書
類
が
整
わ
な
か
っ
た
場
合
 

 
 
キ
 
申
請
者
に
よ
る
業
務
履
行
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
事
実
が
判
明
し
た
場
合
 

 
 
ク
 
著
し
く
社
会
的
信
用
を
損
な
う
行
為
等
に
よ
り
申
請
者
が
指
定
管
理
者
と
し
て
業
務
を
行
う
 
 
 

こ
と
に
つ
い
て
相
応
し
く
な
い
と
県
が
認
め
た
場
合
 

 
 
ケ
 
そ
の
他
不
正
な
行
為
が
あ
っ
た
と
県
が
認
め
た
場
合
 

６
 
そ
の
他
 

 
 
公
募
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
環
境
生
活
部
人
づ
く
り
文
化
課
文
化
振
興
担
当
（
電
話
 

 
058―

272―
8241）

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

 


